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雑

録

濁
品
坦
に
於
け
る
犯
罪
統
計

れ
ば
、
戦
前
、
戦
後
共
に
、
其
の
約
六
分
の
一
に
過
ぎ

な
い
の
で
ゐ
る
。
男
子
の
犯
非
卒
は
一
九
二
二
年
に
は

ニ
、
O
二
主
で
あ
っ
た
が
、
一
九
二
三
年
に
は
二
三
一
一
二

四
に
上
b
、
女
子

ω
犯
持
率
は
三
五
七
か
ら
四
二
三
に

上
っ
て
ゐ
る
o

揃
十
ニ
歳
以
上
十
八
歳
以
下
の
年
少
犯

罪
率
(
犯
罪
組
放
に
射
す
る
)
は
一
九
一
一
一
一
年
に
は
九
・

六
%
で
あ
っ
た
も
の
が
一
九
二
三
年
に
は
一

0
・四
M

Z
な
っ
て
ゐ
る
。
こ
、
で
故
意
せ
な
り
れ
ば
な
ら
な
レ

事
は
、
年
少
者
刑
法
が
一
九
二
三
年
七
月
一
日
よ
b
効

力
を
生
じ
、
犯
罪
能
力
を
有
す
る
最
低
年
齢
が
揃
十
四

成
ご
な
っ
た
事
で
ゐ
る
。

戦
前
犯
罪
宥
総
数
に
謝
す
る
前
科
者
の
制
令
は
、

絶
え
宇
増
加
佐
一
市

L
、
一
九
一
一
二
年
に
は
殆
ん

r五
O

M
刊
に
迭
し
た
の
で
あ
る
が
、
戦
後
は
約
二
O
%
に
降
っ

た
の
で
ゐ
る
O

(

一
九
二
4

1

年
に
は
一
八
・
六
%
で
あ

h
・
一
九
二
三
年
に
は
一
一
一
、
七

μ
で
め
る
)
O

前
科
者

の
犯
罪
率
は
、
一
九
一
一
一
一
年
内
五
二
七
に
謝

L
E
、
一

九
二
三
年
に
は
二
九
O
に
降
っ
て
ゐ
る
o

一
九
二
三
年
に
は
、
大
人
が
二
一
四
、
二
八
二
人
郎

も
告
訴
せ
ら
れ
た
者
の
二
-
・
入

μ
、
年
少
者
が
九
、
七

娘
二
十
二
巻

(
銘
五
抑

O
七
人
即
ち
告
訴
せ
」
ら
れ
た
も
の
、
一
-
O
%
が
無
罪

で
放
耳
目
せ
ら
れ
た
。
執
行
猶
疎
3
れ
た
者
は
、
大
人
ご

年
少
者
を
合

L
て
一
O
、
九
人
六
人
で
ゐ
っ
た
。
倫
は

二
、
O
五
三
人
の
年
少
者
は
刑
を
兎
除
せ

ιれ
、
四
人

人
は
上
訴
し
た
、
叉
一
、
六
一
八
人
は
裁
判
所
の
命
令

に
依
っ
て
戚
化
院
に
牧
本
吉
れ
た
。

犯
罪
の
純
狐
は
、
戦
前
ど
同
じ
く
、
一
九
二
三
年
に

於
て
も
、
別
産
に
闘
す
る
犯
罪
が
共
の
大
部
分
を
占
め

て
ゐ
る
。
共
の
失
に
多
ハ
ー
の
は
人
に
開
削
す
る
犯
罪
で
め

る
が
、
こ
れ
は
一
九
二
三
年
に
は
減
少
し
て
、
戦
前

ω

三
八

μ
に
謝
し
て
一
四
%
に
降
っ
て
ゐ
る
。
犯
罪
中
、

窃
議
非
は
、
一
九
一
一
ニ
年
に
は
約
二
O
M
刊
で
あ
っ
た
者

が
二
九
二
三
年
に
は
四
阿
・
六
%
に
上
っ
て
ゐ
る
。
縞

盗
罪
の
犯
罪
率
は
‘
ニ
阿
O
(
一
九
一
三
年
)
炉
ち
五
九

七
(
一
九
二
三
年
)
に
上
っ
た
の
で
ゐ
る
Q

期
(
の
如
き

増
加
の
原
因
を
一
言
に

L
て
謹
せ
ば
.
戦
後
の
経
済
的

混
乱
、
経
掛
的
困
窮
仁
ゐ
る
。
財
産
に
刷
可
る
犯
罪
数

の
榊
加
は
、
肢
に
一
九
二
O
年
頃
か
ら
次
第
に
現
は
れ

て
来
て
ゐ

τ、
戦
後
に
於
て
は
、
一
九
二
三
年
ま

t
・

イ
ン
フ

v
l
v
ヨ

y
の
影
響
の
下
に
持
続
し
た
の
で
あ

」
五
四
)

r、ノ、



る
υ

毛
し
て
特
に
矯
替
相
場
の
安
定
さ
共
に
秘
盗
が

(
約
字
放
に
)
減
少
し
た
事
は
、
イ
ル

y
y
市
川
り
響
保
局

が
取
扱
っ
た
夜
盗
放
(
強
盗
を
合
む
)
に
現
は
れ
て
ゐ

る。
一ー丸一ー九年

一ιニ
O
単

一
九
ニ
一
年

一ー九二-一年

2

‘、a
2
4
E
U

-
-
'
ヨ
二
Z
J

一石、九九一

正問、
A
Aつ一

一一ユ、一一堂

一
九
二
三
年

一
札
一
一
凹
年

一
九
二
五
年

一石、九内
h

一一

一回、

Ja一一
ゴ一、一一口{〕

財
物
隠
匿
罪
の
削
人
口
は
、
一
九
二
二
年
に
は
二
・
人

%
で
ゐ
っ
た
が
、
一
九
二
三
年
に
は
、
人
・
O
M
に
上

b
、
共
の
犯
罪
率
は
二
一
か
ら
一
O
入
に
増
加
し

τゐ

品
。
賭
博
に
闘
す
る
犯
罪
も
著
し
〈
増
加
し
、
並
(
の
犯

罪
率
は
一
九
二
二
年

ω九
に
濁
し
て
、
一
九
二
三
年
に

は
、
二
三
に
注
し
て
ゐ
る
。
上
に
遁
ぺ
た
諸
犯
罪
ざ
は

反
割
に
、
共
の
他
の
犯
罪
に
在
つ
て
は
、
犯
叩
弾
数
百
の

其
の
割
合
は
、
減
少
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
o

二一二一

の
例
を
挙
げ
る
己
、
侮
辱
・
感
意
の
誹
誘
‘
悪
口
等
に
一

闘
す
る
犯
罪
で
判
決
を
瓜
へ
ら
れ
た
も
の
は
、
一
九
一
一

一
一
年
仁
は
、
一

0
・
九
栃
で
あ
っ
た
が
二
九
一
三
年
に

は
六
・
五

μ
に
減
少
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
等
の
犯
罪
率
も

雑

録

描
謹
に
於
け
る
拠
昂
統
計

一
二
八
か
ら
入
七
に
減
少
し
て
ゐ
る
o

内
輪
紛
援
に
闘

す
る
判
決
は
一
九
一
三
年
に
は
、
三
・
七
必
?
あ
っ
た

が
二
九
二
三
年
に
は
、
一

-ouwに
減
少
L
て
ゐ
る
。

其
り
犯
罪
率
は
一
九
一
三
年
が
四
九
で
、
一
九
二
三
年

は
二
ニ
ご
言
ふ
事
に
な
っ

τゐ
る
。
微
傷
害
罪
は
.
一

九
二
三
年
に
は
四
・

ou刊
で
あ
っ
た
も
の
が
、
一
九
二
三

年
に
は
一
・
凹

μ
に
降
っ
て
ゐ
る
。
叉
重
傷
害
罪
は
、
一

六
・
二

μ
か
ら
三
、
O
%
に
減
少
し
て
ゐ
る
。
こ
の
雨
傷

害
罪

ω犯
罪
率
は
、
前
者
に
在
っ

τは
、
四
七
よ
h
J

一

人
に
減
少
し
、
後
者
に
布
つ
て
は
一
九
O
よ
b
四
一
に

減
少
し
て
ゐ
る
o

殺
人
拾
に
殺
害
に
依
っ
て
判
決
を
下

さ
れ
た
者
の
割
合
は
、
一
九
一
一
-
一
年
ご
一
九
二
三
年
ピ

同
一
で
あ
る
、
し
か

L
最
も
重
き
犯
罪
に
依
っ
て
判
決

を
下
苫
れ
い
た
前
科
者

ω犯
罪
率
は

0
・
五
か
ら

0
・
二
に

減
少
し
て
ゐ
る
。

最
も
重
要
な
る
蕗
刑
敷
は
弐
の
如
〈
で
あ
る
。
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一
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一

夫

、

お

一

先

、

己

実

、

日

M
M

一

死
刑
の
数
は
・
一
九
一
一
一
一
一
年
に
は
七
七

τ、
一
九
二
一

一
年
仁
比
較
す
L
ピ
約
巾
十
分
で
め
る
が
、
一
九
二
二
年
一

よ
h
，
は
活
か
仁
大
コ
レ
の
で
あ
る
o

側
土
分
説
に
依
つ
一

τ人
日
は
減
少
し
工
わ
る

4

一
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-F
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ι
一

!

1

'

-

t

l
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p
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l
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b
4
i
一

た
者
の
欽
も
、
一
九
一
三
年
よ

bm加
し
て
ゐ
る
。
叉
一

公
釧
の
総
数
仁
つ
い
γ

て
も
阿
伎
の
引
が
一
古
へ
る
。
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仁
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三
ヶ
月
刊
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下
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然
一

釧
M
F

減
少
1
て
ゐ
る
が
・
打
F

し
こ
れ
が
な
か
っ
口
な

ι
一

ば
、
公
釧
鰍
聞
は
も
っ

t
m加
寸

る

筈

で

め

る
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